
北
海
道
全
十
一
国

　
渡
島
国
（
お
し
ま
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
た
。
現
在
の
渡
島
支
庁
と
檜
山
支

庁
の
そ
れ
ぞ
れ
南
部
に
あ
た
る
。

歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
設
置
時
点
で
は
、
亀
田
郡
、
茅
部
郡
、
上
磯

郡
、
福
島
郡
、
津
軽
郡
、
檜
山
郡
、
爾
志
郡
の
七
郡

で
構
成
さ
れ
た
。
明
治
5
年
　
（
1
8
7
2
年
）
の

人
口
は
、
7
万
5
8
3
0
人
を
数
え
、
北
海
道
人
口

の
6
割
に
達
し
て
い
た
。

明
治
1
4
年
（
1
8
8
1
年
）
7
月
、
津
軽
郡
と
福

島
郡
を
合
わ
せ
て
松
前
郡
と
し
、
六
郡
に
な
っ
た
。

　
後
志
国
（
し
り
べ
し
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治

時
代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
た
。
現
在
の
後
志
支
庁
の
う
ち
虻
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田
郡
と
小
樽
市
銭
函
4
~
5
丁
目
相
当
区
域
を
除
い

た
大
部
分
と
、
檜
山
支
庁
の
北
部
に
あ
た
る
。

歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
久
遠
郡
、
奥
尻
郡
、
太
櫓
郡
、
瀬
棚
郡
、
島

牧
郡
、
寿
都
郡
、
歌
棄
郡
、
磯
屋
郡
、
岩
内
郡
、
古

宇
郡
、
積
丹
郡
、
美
国
郡
、
古
平
郡
、
余
市
郡
、
忍

路
郡
、
高
島
郡
、
小
樽
郡
の
十
七
郡
で
構
成
さ
れ
た
。

明
治
5
年
（
1
8
7
2
年
）
の
調
査
に
お
け
る
人
口

は
1
万
9
0
9
8
人
で
、
北
海
道
の
中
で
は
渡
島
国

に
次
い
だ
。

　
胆
振
国
（
い
ぶ
り
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
た
。
現
在
の
胆
振
支
庁
の
全
域
、

渡
島
支
庁
の
長
万
部
町
と
八
雲
町
の
う
ち
旧
熊
石
町

を
除
く
部
分
、
後
志
支
庁
の
虻
田
郡
、
石
狩
支
庁
の

千
歳
市
・
恵
庭
市
、
上
川
支
庁
の
占
冠
村
に
あ
た
る
。

歴
史
・
沿
革
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明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
山
越
郡
、
虻
田
郡
、
有
珠
郡
、
室
蘭
郡
、
幌

別
郡
、
白
老
郡
、
勇
払
郡
、
千
歳
郡
の
八
郡
で
構
成

さ
れ
た
。
明
治
5
年
（
1
8
7
2
年
）
の
調
査
で
は
、

人
口
6
2
5
1
人
を
数
え
た
。

　
石
狩
国
（
い
し
か
り
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治

時
代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
た
。
現
在
の
石
狩
支
庁
の
う
ち
千

歳
市
・
恵
庭
市
を
除
い
た
部
分
、
後
志
支
庁
の
う
ち

小
樽
市
銭
函
4
~
5
丁
目
相
当
区
域
、
空
知
支
庁
の

全
域
、
上
川
支
庁
の
塩
狩
峠
以
南
の
う
ち
占
冠
村
を

除
い
た
部
分
に
あ
た
る
。

歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
石
狩
郡
、
札
幌
郡
、
夕
張
郡
、
樺
戸
郡
、
空

知
郡
、
雨
竜
郡
、
上
川
郡
、
厚
田
郡
、
浜
益
郡
の
九

郡
で
構
成
さ
れ
た
。
明
治
5
年
（
1
8
7
2
年
）
の

調
査
で
は
、
人
口
6
0
0
3
人
を
数
え
た
。
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天
塩
国
（
て
し
お
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
た
。
現
在
の
留
萌
支
庁
の
全
域
と
、

上
川
支
庁
の
北
半
お
よ
び
宗
谷
支
庁
の
豊
富
町
に
あ

た
る
。

歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
増
毛
郡
、
留
萌
郡
、
苫
前
郡
、
天
塩
郡
、
中

川
郡
、
上
川
郡
の
六
郡
で
構
成
さ
れ
た
。
明
治
5
年

（
1
8
7
2
年
）
の
調
査
で
は
、
人
口
1
5
7
6
人

を
数
え
た
。

　
北
見
国
（
き
た
み
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
た
。
領
域
は
現
在
の
網
走
支
庁
と

宗
谷
支
庁
の
う
ち
豊
富
町
を
の
ぞ
い
た
部
分
に
あ
た

る
が
、
設
置
当
初
は
現
在
の
網
走
支
庁
の
う
ち
美
幌
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町
と
津
別
町
に
あ
た
る
部
分
と
大
空
町
の
一
部
分
は

含
ま
れ
な
か
っ
た
。

歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
宗
谷
郡
、
利
尻
郡
、
礼
文
郡
、
枝
幸
郡
、
紋

別
郡
、
常
呂
郡
、
網
走
郡
、
斜
里
郡
の
八
郡
で
構
成

さ
れ
た
。
明
治
5
年
（
1
8
7
2
年
）
の
調
査
で
は
、

人
口
1
5
1
1
人
を
数
え
た
。

明
治
1
4
年
（
1
8
8
1
年
）
7
月
に
、
釧
路
国
の

網
尻
郡
を
北
見
国
の
網
走
郡
に
合
し
て
編
入
し
た
。

日
露
戦
争
後
に
は
南
樺
太
が
日
本
領
と
な
っ
た
が
（

~
1
9
4
5
年
）
、
北
見
国
に
も
千
島
国
他
に
も
編

入
さ
れ
て
い
な
い
。

　
日
高
国
（
ひ
だ
か
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
る
。
領
域
は
現
在
の
日
高
支
庁
に

あ
た
る
。

歴
史
・
沿
革
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明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
沙
留
郡
、
新
冠
郡
、
静
内
郡
、
三
石
郡
、
浦

河
郡
、
様
似
郡
、
幌
泉
郡
の
七
郡
で
構
成
さ
れ
た
。

明
治
5
年
（
1
8
7
2
年
）
の
調
査
で
は
、
人
口
6

5
7
4
人
を
数
え
た
。

　
十
勝
国
（
と
か
ち
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
る
。
領
域
は
現
在
の
十
勝
支
庁
か

ら
足
寄
郡
の
大
半
を
除
い
た
部
分
に
あ
た
る
。

歴
史
・
沿
革

1
8
6
9
年
（
明
治
2
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
広
尾
郡
、
当
縁
郡
、
上
川
郡
、
中
川
郡
、
河

東
郡
、
河
西
郡
、
十
勝
郡
の
七
郡
で
構
成
さ
れ
た
。

1
8
7
2
年
（
明
治
5
年
）
の
調
査
で
は
、
人
口
1

4
6
4
人
を
数
え
た
。

　
釧
路
国
（
く
し
ろ
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時
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代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
る
。
領
域
は
現
在
の
釧
路
支
庁
お

よ
び
十
勝
支
庁
足
寄
郡
の
大
半
に
あ
た
る
が
、
設
置

当
初
は
現
在
の
網
走
支
庁
大
空
町
、
美
幌
町
、
津
別

町
に
あ
た
る
地
域
も
含
ん
で
い
た
。

歴
史
・
沿
革

1
8
6
9
年
（
明
治
2
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
。

白
糠
郡
、
足
寄
郡
、
釧
路
郡
、
阿
寒
郡
、
網
尻
郡
、

川
上
郡
、
厚
岸
郡
の
7
郡
で
構
成
さ
れ
た
。
1
8
7

2
年
（
明
治
5
年
）
の
調
査
で
は
、
人
口
1
7
3
4

人
を
数
え
た
。

1
8
8
1
年
（
明
治
1
4
年
）
7
月
に
、
網
尻
郡
を

北
見
国
網
走
郡
に
合
併
さ
せ
た
。

　
根
室
国
（
ね
む
ろ
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

根
室
は
も
と
「
ね
も
ろ
」
と
読
ん
だ
。
北
海
道
に
含

ま
れ
る
。
領
域
は
現
在
の
根
室
支
庁
と
歯
舞
諸
島
に

あ
た
る
が
、
設
置
当
初
は
色
丹
島
も
含
ん
で
い
た
。
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歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
花
咲
郡
、
根
室
郡
、
野
付
郡
、
標
津
郡
、
目

梨
郡
の
五
郡
で
構
成
さ
れ
た
。
明
治
5
年
（
1
8
7

2
年
）
の
調
査
で
は
、
人
口
8
3
2
人
を
数
え
た
。

明
治
1
8
年
（
1
8
8
5
年
）
1
月
に
、
花
咲
郡
の

色
丹
島
を
千
島
国
に
譲
っ
た
。

昭
和
2
0
年
（
1
9
4
5
年
）
9
月
、
歯
舞
諸
島
は

ソ
連
（
後
ロ
シ
ア
）
が
実
効
支
配
。

　
千
島
国
（
ち
し
ま
の
く
に
）
は
、
日
本
の
明
治
時

代
に
設
定
さ
れ
た
地
方
区
分
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。

北
海
道
に
含
ま
れ
る
。
領
域
は
現
在
の
国
後
島
以
北

の
千
島
列
島
（
ク
リ
ル
諸
島
）
で
、
後
に
色
丹
島
も

含
ん
だ
。

歴
史
・
沿
革

明
治
2
年
（
1
8
6
9
年
）
8
月
1
5
日
に
設
置
さ

れ
た
。
国
後
郡
、
択
捉
郡
、
振
別
郡
、
紗
那
郡
、
蘂

取
郡
の
五
郡
で
構
成
さ
れ
た
。
明
治
5
年
（
1
8
7
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2
年
）
の
調
査
で
は
、
人
口
4
3
7
人
を
数
え
た
。

明
治
8
年
（
1
8
7
5
年
）
1
1
月
に
、
樺
太
・
千

島
交
換
条
約
に
よ
っ
て
日
本
領
と
な
っ
た
千
島
列
島

（
ク
リ
ル
諸
島
）
を
得
撫
郡
、
新
知
郡
、
占
守
郡
の

三
郡
に
分
け
て
編
入
し
た
。

明
治
1
8
年
（
1
8
8
5
年
）
1
月
に
、
根
室
国
の

色
丹
島
を
編
入
し
て
、
色
丹
郡
を
置
い
た
。

太
平
洋
戦
争
後
、
ソ
連
（
後
に
ロ
シ
ア
）
が
実
効
支

配
し
て
お
り
、
実
質
千
島
国
は
消
滅
し
て
い
る
。
た

だ
し
現
在
も
北
方
四
島
は
も
ち
ろ
ん
、
得
撫
島
以
北

の
得
撫
・
新
知
・
占
守
の
三
郡
に
つ
い
て
も
札
幌
国

税
局
管
内
の
根
室
税
務
署
の
管
轄
と
さ
れ
て
お
り
、

法
制
的
に
は
千
島
国
は
消
滅
し
て
い
な
い
模
様
。

出
典

フ
リ
ー
百
科
事
典

『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（
W
i
k
i
p
e
d
i
a
）
』

辺
境
文
庫
に
て
P
D
F
製
本

2
0
0
7
年
7
月
2
3
日
作
成
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A1%E5%B3%B6%E5%9B%BD
http://audience.studio-web.net/bunko/navi.cgi

